
役員報酬規程

1.目 的

この規定は、特定非営利活動法人 ノーモア・ ヒバクシャ記憶遺産を継

承する会定款第 3章第 18条に基づき、役員報酬について、基本事項を

定める。

2.報酬

役員の総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を支払 うことができる。

(1)報酬の額は月額とし、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定

める。

(2)役員に就任 した月から、報酬を支払うことができる。

(3)役員が退任、または死亡した場合は、その月分の報酬を支払うこ

とができる。

3.報酬の支払日
・ 役員の報酬の支払いは、毎月末日とする

4.報酬の支払い

役員の報酬は、その金額を通貨で直接役員に支払 うものとするb

ただし、法令または規定に基づき、役員の報酬から控除すべきものがあ

る場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除し

て支払 うものとする。

附則

この規定は、平成 27年 11月 1日 から施行する。



職員給与規定

(目 的)

第1条  この規定は、特定非営利活動法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 (以

下『本会」という)の定款第 53条の規定に基づいた事務職員の給与に関する

事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条  この規定において職員とは、定款第 53条に規定する職員をいう。

(職員給与等の意義)

第3条  この規定における職員給与等とは、本会が職員に対し、職員としての業務の対価

として支払うものをいう。

(職員の給与)

第4条  職員の給与は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この規定に定め

る通勤手当を除いた全額とする。

(給与額の決定)

第5条  職員の俸給は、職員の経験や能力、勤務条件等を考慮した上、理事会により定める

ものとする

(給与の支給日及び支給方法)

第6条  支給日は、毎月末とする。

支給方法、現金にて本人に手渡しで支払う。

(通勤手当)

第7条  通勤手当は、職員の通勤に要する運賃等の額に相当する額を支給する。

(給与の改定)

第8条  職員の勤務実績及び本会の事情を考慮し、適宜給与改定を行うことがある。

(契約の更新)

第9条  契約の更新は、業績、勤務状況、能力等のほか、本会の資金の受け入れ状況等を

勘案して判断する。

(その他)

第10条 この規定に定めがない事項については、必要に応じて理事会が定める。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3 る した書類=冨利 肩 即 賢 躍 法 昴 ●辱栞 昴 Z収

法人名 ノーモア・ ヒパクシャ記憶遺産を継承する会 事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

特定

(1}収益の源泉別の明細

借入金の明細

そ

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員会費 1,340,000円

賛助会員会費 517,0∞ 円

賛助団体会費 αЮ,00D円

寄付金 2″72,716円

継承センター設立募金 951,瞑Ю 円

連合 愛のカンパ 450,0∞ 円

DVlD『原爆は人間として生きることも死ぬことも許さなかった」頒布 1,αЮ 円

普通預金受取利息 2円

円

円

円

円

合
ヨ■
口 :

6,692,278円

金    額借 先入

円該当なし

円

円

円

円

円A
ロ 計

該当なし



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

料 金 条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容

円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

(1} る

② 資産の貸付け る

(3) の提供に係る料金及び条件等

条  件  等譲 渡 資 産 の 内 容 料 金

送料別、日本被団協には原価で

頒布
冊子「受け継いで未来へ」 200円

冊子「被爆者からのメッセージ」 2)0円 送料別

1,αЮ円 送料別
DⅥD「原爆は人間として死ぬことも生き

ることも許さなかった」

1,000円
送料別、日本被団協には原価で

頒布
DⅥD「声が世界を動かした」

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内客に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生する取引

及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
―順位か ま との取引]日

の生ずる取 lの上位 5者

② 費用の生ずる取引の上位5

(3}

イ
役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の規族等との取引

目□ )

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,300,2Ю 円
正会員会費、寄付金、継承セ

ンタ

正会員 、寄付金、継承セ
486,“0円

ンタ

460,αЮ 円 連合・愛のカンパ

31QOⅨ)円 正会員会費、寄付金

1lQ000円
正会員会費、継承センター設

110,αЮ 円 正会員会費、寄付金

1lQ000円
正会員 、継承センター設

110,αЮ円 正会員会費、寄付金

1lQ000円 正会員会費、寄付金

正会員 、継承センター設
110,000円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 ]: 内 容 等

960,αЮ 円

「未来につなぐ被爆の記憶」

専用サイ ト開発費
&Ю,αЮ円

261,432円 Wi‐Fi使用料

NO MORE IIBAKUSう晨 ポ
223,520円

団□

132,800円 ドメイン・サーバ更新費

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

機 渡

年月日
薇 渡 価 格

該当なし 円

円

□



ロ け

ハ 等を含む。)

円該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 議渡資産の内容等

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

2

年 4月

1日・令

和 3年
3月 31

日

0円 事務室等の使用

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当腋法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその 金の .月 日]

5 1綸与の総額等に関する事項 [⑥給与を得た職員の総数及び当議職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

4人 1,719,6嶽 )円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月.日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



6 支出した した

7 1海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

ヨ

日

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

し

合   計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

金   額途使実  施  日

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会

3運営組織及毛鶴郵塵に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1}役員及びその親族簿|

0特 定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備耐け、取引の記

録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて勧 ていること
二 支出した」剛D鶴麟朝 らかでないものがある報蒻隠肛樹目動喘 械 していないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各輌の人脚申ま 第3表付衰lr役員の状況』から転配してくださしヽ

③腱叡9こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数饉を記載してくださしヽ

回

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

④ ⑤

0人 0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

項  目

区 分

EE≡Eコ

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

②÷③

① ② ③

○
令和2年 4月 1日～

令和3年 3月 31日 19人 0人 0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

申 田 □
人 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ・⑤ ◎ ① ◎ ① 申講時

はい

セヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

:れ ヽ

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関例0

認定基準等チェック表 (第 3表) 圃 珂

腱菫麻

"・

―

エック轟 臨 30は 鶏 5籍 1瑯

“

く暉 颯員ロロ田臨日H口D硼 臨

…

も日 鳳び薔

付する0口
"餞

,ります。その喘餞 上

“

口(ロロロn囲日まありません。

・ 認定の有効期間D更新の申鱗に当たつて:ム 法第5条第1項に基づく書類

添付を省略することができます。

に配載した事項について、



項
ヨ
」 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① EIEEヨ

会計について公議会計上又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝コ

はい

いいえ

はい

セヽいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び版簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

[憂ヨ

いいえ

はい

いいえ

lか

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

有・無 有・無有・無 有。無
″

有(無有。国 有 0無費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

項
口
日 ① ⑥ ◎ ① ◎ ① 申箇甲寺

ハ

区墨[=コ

第3表 (りUD

って:ム 演第騒彙第1項に基づく書類 (役員颯■観程椰提出書類)に関職した事項について、改

めて籠載する必要はあり_ません。

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とlよ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいし、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たりますも なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

ロエ

区分欄D口◎円①」の各旧には、実績開1庭期間の各事業

年度 (又は各年)を詢載しますl

第3表付表1「役員の状況」を記載して、l①」、「②」

及び n④」の各襴に該当する人数を転記しま・九

イの各旧

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みま・九

r止記を証する書類の名称とその内容等」欄に:よ 例え

ば、「定款 (又は会員:D第〇条に『各正会員の利測自よ

平等なものとする』と規定」のよう

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [建L≧L
工」ΩL上た盪全L□監菫型堕置塑委

饉L工≦
=壺

ユニ

② 口帳簿書類の備付け、取引の記録及

ひ嚇講胸閣輌の保存を青色申告法人に準

し菫菫饉量二饉二』Eユ1塞堕塑
=12」

壺璽□塁

盤墜」西醒」_聾壺□腱L塑壁立し≦≦
=三

奎
ヽ
二

じて行つている] o rltuu lI' roj

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、噸勇から口①lについては、イに記載する各期

間 (口④」から n①」)を示したもの・で九

/\a&lt

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

該当する一方を『〇」で囲みま`九

なお、10」 から KDり についてlム イに記載する各期

間 (「③りから 10」 )を示したもので九

二の各欄



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

聞間元 理事

第 3表付表 1

H24.4.25就任

O

法人名
ノーモア・ ヒパクシャ記憶遺産を

継承する会
③ ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申請 時

役  員  数 19人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

◎ 0 ◎ ① 申|ロキ
戯任・退任

年月日

住  所 職名 競柄等
◎ ⑥

氏  名

H24.4.251就任

厖.9.7退任

鯰4.4.25就任

I H24.4.25就 任

24.4.25就任

舵4.4.25就任

理事

理事

理事

理事

理事

ヽ
Ｏ

O

O

0

○

安斎育郎

中澤正夫

有原誠治

大久保賢一

岩佐幹

内藤正義 理事 舵4.4.25就任

○

,

岡山史興 理事

0

:L27.5.23就任

{1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

② 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の規族等」のグループの人数



大岩孝平 理事 唸4.4.25就任

○

直野章子 理事 厖4.4.25就任

0

石川良広

(人木)

理事 29.5.27就任

○

24.4.25就任

24.4.25就任

H24.4.25就任

H24.4.25就任

27.4.25就任

○

O

0

0

O

理事

理事

理事

理事

理事

伊藤和久

舟橋喜恵

安田和也

山根和代

中川重徳

菅波睦子

(二村)

理事 29.5.27就任

0

吉田みちお 理事 H29.5.27就任

○

木村誠 理事

○

屁4.4.25就任



田部知江子 理事

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55彙第1項に基づく書類 (

項について、添付を省略することができます。

○

H29.5。 27就任

に配載した事



書式第9号 (法第44条。51条・58条関係)

根 簿 組 織 の 状 況 日匡ヨ五コ

法人名 ノーモア・ヒパクシャ記應遺産を継承する会

伝 票 又 は 帳 簿 名 目団囲嗣 医翌圃

仕訳日記帳

会計ソフト (会計王)使

H, tv'iY-7

会計ソフト (会計工)使

用、ルーズリーフ

F■ヽ¬
L二」に』 7年

7年

Ex c e l&,ffi 月一回 7年

給与台帳 /v-^r-7
Excel&H 罰□ 7年

ノレーズリーフ

Ex c e l&,ffi 7年

ノレーズリーフ

晴調口■旧田嗜」椰よ 例えば『ス全国和、『出由園駐:、「

"薔
日腱、!コ瞼出翻風:、「

…

な」のよう

喝置湘田嘲り顧感』1日よ r単票」、『′レ■ズリーフ」、暉n■麟」などのように出曖します。

『毎日」、『―週間ごと」のように日麟します。

日定の有効醐閾p賣新の申■に当たつては、1濯第5彙中1項に書づく書類|(役員颯■畑□嘲口出出D
がないとき|よ 澤付を慟贈することがで幸ます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関痢|

認定基準等チェック表 (第 4表) 〈初薬)

法人名 ノーモア・ヒパクシャ記億遺産を経承する会 チェッタ欄

4 事業瀾珈
=関

して次に掲げる目判載 合していること

イ 宗教活動又は政治活動時を行つていないこと

口 ■口|●に,し

“

■

…

■日い

“

口

"月
饉tらえなlヽこと、■●●■はこ■●

“

実日する
=

人と菫嗜人とa口●彙壼●口
=■

¨ ないこと、■員●鋼 員のコ任t●●山

蟄人の

“

:“●1ロロ」中●燿1111:ヨ iして■
"0剌

●を与えないこと、導 を目的とした,3●●う

■.上ロイの議■●

「

う■,月中

"國

0関いの口輌■けしく

“

劇■
=あ

る●朝 um出
"贅

メヽ こヽと

ハ 
… `"ォ

●1い|||●||口

",う…

■●●

… …

8`),1軋L

であること                                 .、
二

"■

中uロロロニが,る晏入口
"MM■

■070“以上を中腱麟口H嗜田●●●コ由に力てていること

ロ

◎ ① 申1購時⑥ ◎ 0項
日

【 ③

有・ 無有・ 無 有・ 無 有 。無 有 。無有 日 有・ 無
宗教の議義を広め、儀苺日れヽ及び惜者

を樹 断帥介する漏舅助

有・ 無 有・ 無 有 。無有 有・ 無 有 。無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有・ 無 有 。無 有・ 無有 目 有 。無 有・ 無 有・ 無

特定の四ツカ誦諸若しくは外出こある者

又は政党を推薔し、支持し、又はこれらに

反対する活動

項 目 ③ ⑥ ◎ 0 ◎ ① 刺臓寺

役員の職務の内容、職員に対する綸与の支綸の欄晟 当法人

とその活動内溶及び事綿 毒似する他の法人の役員に

対する報酬の力綸の樹況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬D支給その他

役員等に対し錮酬又は綸与の支給に関して特別″利益の供

与の有無

有・国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が劇eする法赳こ対しその対価の頓が当

族資産のその饉渡の時における価欄こ比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人¢湘影)資産C層場照中に関して特脚|に利益の供

与の有無

有・国 有・無 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男]に

":歴

ρ麒海の有無
有・日 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補諸若しくはN麟こある者に対する寄附の

有無

有・国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

e菫中D
・ r鶴■ロト ック豪 040」 は 法第5彙第1卿4づく書類 (役員硼 翻 阻鴫 D硼 出 喘これ ても

“

崚

及び浄付する必要があります。その場合、嗜嘘菫陣嗜チェック表第4表 〈次索)」 0颯び二)の日曖及び澤付00晨はありま

せん。
・ 日定の有効嘲躙0口輌の申■に当たつて:よ 法第田彙第1項に碁づく書■ 0讚爛■日日目□出■Dに配●した市項につい

て、澤付を●喘することができます。

○

戸 1

」



法人名 チェッタ相

5 次に掲げる書類について園覧の請求があつた場合に:ま 正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において回覧させること

ィ
ナ
特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報日麒餞 役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に腋当しない旨を説明する●鋼

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内癬を記載した書類

二 役員報酬又口職員綸与の支綸に関する規■

ホ 収益の明錮その他の資金に関する1事項、資産の凛臓常に関する事項、寄附全に目する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助廟の奥餞並びに海外送金等の金田臓.び使途並びにその予定日を記載した書類

O

次に掲げる書願について関贅の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の中断昴こおいて閲覧させることに同意する。

当ロロ■こ目する凛目閣eL勾燿旧Dl‖ra"る J詢會‖コミ そα■日■eL句錮目01'ヒ1日けl,「Cく n菫さし、

同  意

日 しない

イ

① 事業報告■等 鱚畷囃告書、財菫目録、貸借矧醍魚 活動引算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した額D
② 役員名簿

③ 定款等

“

激t認証書の写L肇調事項証調書の写り

ロ 各認定基坤等に凛針する旨を制明する書類、椰 :こ鑽 しない旨を説明する書願

ハ 翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を昴崚した書類

前1弓目手魔αИk員1湘目瞑 :コ餞員綸与の支諫餞こ1貯ナる規巨

ホ

次の事項を記載した書類

① 収どの源陳別の明細、倍入金の明順その仙の資盤こ関する事項

② 資産の臓湊事に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 央こ搬デる邸Ci:」陥る廊Gl鬼 万●l金自駅

“

引Lそα

"望

ヨこ関する1頭

・ 収益の生する取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは翻附者又はこれらの者の配口者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 詢附者 〈役員、役員の配口者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当醸法人に対する

書附金の額の事業年度中の合館 が
"万

円以上であるものに限る。)の略 並●こその書附金の級 ζ曜鉾 月

日                                                  ,

⑤ 給与を得た職員の総数及び当1脚餞員に対する綸与の絡願に関する事項

⑥ 支出した葡附金の領並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金餞の持出しを行った場創こおけるその金輌及a魔途並びにその実鮨日

助成金の支綸を行った場合lご事後日昴隅庁:こ拙 した書願の写し

書式第 13号 (法第44条。51条。58条関Ю

認定基準等チェック表  (第 5表)

e菫申り

・ 
…

ェック壺第

“

腱、」暉 6“暉 1lL●づく1日 Q田■鵬目‖出 1日)a減□出喘

…

る」

“

晏

があります。
・ 口掟の椰り田

“

)口輌の申綺に当たつて:ま 嬌付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条。51条。58剣矧Ю

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 ノーモア・ヒパタシ哺1自1墜麟層ける会

認定基準等チェック表 (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表 (第 8表)

健菫中ロ
・ 法第55韓 1項睦 |づく

“

|(役員

"日

開腱鵬脱日出書目D崚雌 曜 たっては、

一

ェック豪 (第6表及モ角131D
:よ

“

崚する必要はありません。
・ ■定の有効醐間のコ輌の中廂に当たつては、

…

エック表 G6表及び第8表)の出●の必要はありません。また、法菫

55彙第1項に■づく‐  〈侵員輻■用饉り口出■D:=田崚した1事項について、改めて配餞する必要はありません。

6 案輌判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促着法第28条に規定する

―

等を同法第

29条の規定により開嗜庁に提出していること

た ,夕 欄

特定非営利聞駆団勘期″8条に規定する事業報告書等の1蘭皓庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ 0 ◎ ①

有 ・ 無 有 無 有 ・ 無 有 盤 有 。 無 有 。 無

7法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に遭反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

〇

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力10利墜を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・

…

ェック義 (第 7m iム 法膵5彙第1■4づく書r(役員瀬■ロロ嘲田」■Dの提出時に配颯及

び澤付する必甍があります。

③ ⑥ ◎ ④ ◎ ① 申 請 時

有 有 。 無 有 無 有 。 無 有 。 無 有
・ 。 無 有 。 無

8 申鶴書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える、期間が経過し

ていること

チェクタ欄

事業年度 月   日～  月   日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条。51条。58条関的

欠格事由チェック表

法人名 チェッタ欄

~雨
麗ヨ爾雨顧5雨履憂雨1薇顧雨面頑孫爾目露爾顧薇雨

「

及のこ可熟かの欠格事由に餞当する法人

は■定、特例口定又は日定の有効期間の菫断を受けることができません。
1 役員のうちに、次のしヽずれかに腋当する者がある場合

イ 腱定特定非営利活動法人が麗定を取り消された場合又:力特口躍定特定非曽祠l活出漱 が鳴例日定を取り

た場合において、その取消しの原国となつた事実があつた日以前1年内に当麟日鰤調嘲走JF営利活鮨法人又は当1陶持

例認定特定脚 活勲法人のその串麟を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 彙日以_L鋼:こ性 られ.、 そ|りい行を終わつた日又はその軌行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

しヽ1貯

ハ 特定非営利活動促遣法着しくは曇力団員不当↑テカは 法に違反したことにより、若しくは刑法貿降彙等い)若

しくは轟力行1鶏脚鵬卸》罪を犯したことにより、測劇朝躇iし くは壇な開瑯
‐
る法律に■反したことにより、

罰金刑に処せられ、そ(劇関舒が織わつた日又はその蜘行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 曇力国の構成員等

“
脇)

2 認定又:瀾日鵬日定を取り消されその取消しの日から6年を経過しないは人
3 自軟又は事業計■書の内害が独令等に菫反していう法人
4 国税又は地方税の議軸処分の熱行がされているもの又は当腋滞納処分の餞7の日から3年を経過しない法人〈田

『

５

６

口開

次のいずれかに腋当する法人
イ 曇力団
口 曇力団又は曇力国の構成員等の崚

“

下にある法人

こ係る■加算金を朦された日から3年を経過しなしヽ麒, i: `

役員のうな 次のいう■厠.1■魔当する諸″闘F無

認定特定非瞥口囁コ離ムが認定を取り消された場合又は特例田建猶定非者申幡劇LM綸讚目定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当麒田定

特定非者

"括

」滋大又は当議特欄口定囀定非悩離幡職 茨のその業務を行う理事であった者でそ

の1贈肖しの日から5`甲を経過し|なし導

“

,有無

有・困

禁日以上の刑に処せられ、その鎖行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有 □

特定非者

"幅

副鵬進法著しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等着しくは暴力行為犠処罰法の罪を犯したことにより、又l却粥緒iしくは地方税に

田する法律に違反したことにより、罰自叫こ処せられ、そ(羽断勲察わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有 日

暴力団の構成員等の有無 有・日

EL\.IIヨ駆菫,0ま橘例B定を取り1消されその取消し|の 日から5年を経過し|なし`■人，

¨ 回曖

‖い・ 団 ロ3 自掟又:瀾目酬画醸の内春力法伴事藪 している法人 回圏

4 口腱測灘り疑肛瑚綺強嘲F申輌がされているもの又は当麒滞粕処分の終1了の日から3年を経過

しない法人
しヽ えヽはい 。

謝
額

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上理ヒ曇ヨヨLコE口」自睦口[轟』:菫駆,」≧」壼1±≧:菫」L菫歯圏興国囲瞥

壁の生 曇墾国ロロロ回 2饉1堕壺2鰤」四菫1理1塑E世聟 囲 ロロ1曇

`饉

ヨ回 園国□甦 璽塑菫二生 __

は 1)その他の哺哺ワ,Sある場舘よ その他の事務所所在の輔辞拠り1こ係る納税証調書も添付すること

に 2)役員細職翻鴎限出日こは添付不要

はい 。5 国側d系る重力頭媚わ4測色方税に1系る.重加算金目屎さヤJヒ日から311を燿日曇し|なし漱 回盟

次のけ

"bNこ
嵌当する法人

田ロ‖ルヽ 。
暴力団

はい 。団 ロ

6

暴力団又は暴力団の構成員等の網樹下にある法人

□
■

回 理

回 圏

○

:」 L.:;:

イ

ロ

ハ


